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出産手当金請求書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  組合員※が出産のために勤務を休んだ場合に支給 

 ただし、報酬の日額＜出産手当金の日額 の場合のみ 

 

 

【支給期間】 

   出産の日以前 42日から出産の日後 56日までの間 

（予定日後に出産した場合は予定日以前 42日。多胎出産の場合は 98日。） 

【支給金額】 

   １日につき （標準報酬月額の平均）×1/22の額× 2/3   （円未満四捨五入） 

          

 ・標準報酬月額の平均…支給開始月以前直近 12ヵ月の標準報酬月額の平均 

   組合員期間が 12ヵ月に満たない場合は、全期間の標準報酬月額の平均 

または全組合員の平均標準報酬月額（32万円）のどちらか低い額 

《注意事項》 

・ 報酬が支払われているときは、差額だけが支給されます。【短-24ページ参照】  

・ 勤務を要しない日（土・日曜日など）については、支給されません。 

出産手当金を請求する期間

を記入してください。 

請求期間が過ぎ

てから（産後56日

を過ぎてから）請

求してください。 

標準報酬月額の

平均を記入してく

ださい。 

 

必ず「医師または助産師の証明」

を受けてください。 

※引き続き 1年以上組合員であった方で、退職の際に出産手当金を受けている場合または退職の際に支給用件を

満たしている場合を含む。 

 

10円未満〔一の位〕四捨五入 



短－１５ 

 

【添付書類】 

「勤務を要しない日届出書」【短－23ページ参照】 

    注）請求する期間について記入してください。 

 

 

（裏 面） 

請求期間の給料の額について証明

してください。 

給料が支給されない場合も必ず証

明が必要です。 

こ
こ
か
ら
下
は
共
済
組
合

で
使
用
す
る
欄
で
す
の
で

記
入
不
要
で
す
。 

報酬の日額について【短－24ページ参照】 
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